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午前10時00分開議 

○議長（青木 善明）  おはようございます。只今から本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第５０号 

日程第２．議案第５１号 

日程第３．議案第５２号 

日程第４．議案第５３号 

日程第５．議案第５４号 

日程第６．議案第５５号 

日程第７．議案第５６号 

日程第８．議案第５７号 
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日程第９．議案第５８号 

○議長（青木 善明）  日程第１、議案第５０号令和３年度新規採択町営基幹水利施設管理

事業についてから、日程第９、議案第５８号令和２年度高鍋町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）まで、１議案ごとに総括質疑を行います。 

 まず、議案第５０号令和３年度新規採択町営基幹水利施設管理事業について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５１号高鍋町税条例の一部改正について質疑を行います。質疑はありませ

んか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  指定行事とは何を指しているのか、また、たばこ税に関してど

のように変化するのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  税務課長。 

○税務課長（宮越 信義君）  指定行事とは、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止

の措置の影響により、中止などとなった文化芸術またはスポーツに関する行事のうち、不

特定多数の者から入場料等の支払いを受けた行事の中で、文部科学大臣が指定した行事と

なります。現在、日本芸術文化振興会が主催する落語や能楽の公演、日本サッカー協会主

催のアジアカップ予選等が指定されております。 

 次に、たばこ税については、軽量の葉巻たばこについて、令和２年１０月からと令和

３年１０月の２段階で増税となり、紙巻きたばこと同水準の税率とするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  今、中止となった文化行事についての説明がありました。しか

し、宮崎県でもいろんな民間の方々が公演を中止したりとか、いろんな芸術関係の中止、

いわゆる民間が請け負っておられるいろんなそういった音楽とかの行事ですね、それにつ

いてはなぜ指定をされていないのかということが、ちょっと私、聞いたところによると、

もっとそういうのも指定してほしいという話があったんですね。だから、確かにテレビで

もいろんなテレビ会社が催している行事ですね、いろんな歌のイベントとかそういうもの

については、払い戻しをしますということになっておりますけれども、そういったやっぱ

り民間放送とかがやっているものとか、いろんなものも視野に、私、入れていくべきじゃ

なかったのかなと思うんですけど、国の政策の転換の中ではどうなっていたのか、そこを

再度お伺いしたいと思います。 

 また、たばこ税に関しては、説明資料の中にあるんですけれども、１本当たり０.７グ

ラム未満の葉巻たばこの本数の算定についてとありますけれども、その中の一番最初に加

熱式たばこを除くということは、加熱式たばこも本当は入るんじゃないかということもち

ょっと危惧されていた部分があるんですけれども、現在、高鍋町でもたばこの生産農家と
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いうのがもう１戸になってしまいましたけれども、こういった生産農家についてもしっか

りとした守るという対応がこの中には入っているのかどうか、そこのところをちょっとお

伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  税務課長。 

○税務課長（宮越 信義君）  まず、指定行事に関する考え方でございますが、あくまでも

国のほうが指定をする行事となっております。あくまでも主催者側が国のほうに申請をし

まして、国のほうが指定をするということになっております。ちなみに６月５日現在で申

請のほう、６３４公演されておりまして、そのうち５２２公演が指定行事というふうに指

定をされております。 

 なお、対象として想定されないものといたしましては、身内、内輪でのイベント、明ら

かな文化芸術、スポーツ以外の目的で開催されるイベント、違法なものや主催者が反社会

的勢力に関するイベント等が国のほうでは想定をされております。 

 また、文化庁のホームページのほうにそういった指定行事に関するＰＲされております

ので、そちらをご参照いただければと思います。 

 あと、たばこ税につきましては、あくまでも今回の改正つきましては、現在、葉巻たば

こにつきまして、現行の紙巻きたばこよりも税率が安いということで、消費のほうが増え

ているということもあろうかと思いますけれども、そういった葉巻たばこについて、将来

的に現在火をつけて吸われるたばこですね、そちらのほうと同じ税率にしていくというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５２号高鍋町国民健康保険税条例の一部改正について質疑を行います。質

疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １人当たり、１世帯当たりの減税はどのくらいとなる見込みか

お伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  税務課長。 

○税務課長（宮越 信義君）  国民健康保険税の減税の見込みでございますが、１人当たり

約１万円、１世帯当たり約１万７,０００円程度減額になる見込みでございます。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５３号高鍋町国民健康保険条例の一部改正について質疑を行います。質疑

はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  多分、この内容を見てみますと、高鍋町では該当者がいないん
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じゃないかなというふうに思うんですけれども、内容とちょっと違うと、そぐわないと思

われるかもしれませんが、病院では新型コロナ対策のために仮設などを設置したところも

あるんですね。この条例案にはそのような病院への助成はないと思うんですけれども、こ

れに関してやはり病院も新型コロナの感染者が出た場合には、どういう対応をしなければ

ならないかということは、全国一律でしっかりと対応されてきていると、私は、近隣の近

所のというか高鍋町内にある病院を見て回って、対策されているところと対策されていな

いところとちょっとありましたので、そこのところがどういうふうになるのか、対策され

ていたところはやっぱりそれなりの費用をかけて仮設を準備されている部分もあったと思

うんですが、そのことについてはどのような判断となるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（川野 和成君）  高鍋町の町民の方で、新型コロナウイルス感染症に感染

した、あるいは、感染が疑われて労務に服することができなくなった方の情報は、現段階

でございませんので、この条例に該当する傷病手当金が受給される該当者は現段階ではい

ないというふうに考えております。 

 そして、今回の条例改正につきましては、あくまで傷病手当金に関する内容でございま

して、病院への助成については含まれておりません。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５４号高鍋町介護保険条例の一部改正について質疑を行います。質疑はあ

りませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  保険料減免について、所得が減少した証明が必要なのかどうか、

それ以外にも何か必要な書類があり、面倒くさくないのかどうかをお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（川野 和成君）  お答えいたします。被保険者に対する支援を速やかに実

施するために、所得等の減少が分かる証明書がある場合は、その証明書をもって判断し、

証明書のない事業収入等の減少については見込みで判断いたします。例えば、事業収入に

ついては、年間の売上げ見込額等を見通すために帳簿の一部等を提出していただくことが

考えられます。給与所得者に関しましては、給与明細書等の提出が考えられます。いずれ

にしても、合理性を担保しながら柔軟に判断してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５５号高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正について

質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 
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○１１番（中村 末子君）  これは、障がい者団体が県議会に対して、長年、要するに直接

助成する制度にとの訴えが、ようやく全会一致での制度と変更になったいきさつがあるん

ですね。また、これから先についてもどのようになるのか、また、高鍋町の助成制度との

使い勝手の問題はどうなっていくのかお伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  福祉課長。 

○福祉課長（中里 祐二君）  今回の改正によりまして、利用者の方は、これまで一旦病院

等の窓口で医療費を支払って、後日利用者からの申請によりまして、一月１,０００円を

超えた額を市町村から助成を受けるという償還払いの仕組みでございましたが、今後は、

１医療機関、月５００円を窓口で支払えば済むということになりまして、経済的負担が少

なくなる、そのほか毎月の市町村への申請手続も不要となりまして、利用者の負担軽減が

図られるというふうになるというふうに考えております。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５６号高鍋町地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関す

る条例の制定について質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  内容から見ると、企業立地奨励補助対象外の企業に対して、何

らかの構築物などを造ったときなど固定資産税を免除するというものだというふうに考え

ますけれども、例えばですね、自宅を建設する場合、一部に事業所をという場合、当該事

業所面積に係る一部免除となると考えるんですが、それは具体的にこの地域経済牽引事業

促進というものが、どういったものでどういう場合に免除となるのかお伺いしたいと思い

ます。 

 これらの事業所が、地元の経済を本当に牽引すると判断する材料は、どこで判断される

のか、牽引できず事業者のみの利益であった場合はどうするのか、またその分の税金不足

分はどこから賄うのかお伺いします。 

○議長（青木 善明）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  具体的な内容と課税免除となる場合についてでございま

すが、本条例で規定する固定資産税の課税免除は、地域未来投資促進法に基づきまして、

宮崎県と県内２６市町村とで作成し、国の同意を得ております基本計画に沿って事業者が

地域経済牽引事業計画を策定し、県知事の承認を受けることにより固定資産税の課税免除

を受けることができるという内容のものでございます。 

 また、課税の免除を受けることができるものは、当該適用対象施設の用に供します家屋、

また、構築物とこれらの敷地である土地でございます。 

 また、牽引事業についての判断でございますが、地域経済牽引事業の判断につきまして

は、県によります地域経済牽引事業計画の承認の際に判断されることとなりまして、基本

計画で定められております要件を全て満たす必要がございます。具体的な要件といたしま
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しては、事業者の策定する計画期間におきまして、地域の特性及びその活用戦略に沿った

事業であること。２つ目が、牽引事業による付加価値の増加が２,９９５万円を上回るこ

と。３つ目が、事業の実施により計画区域内において経済的効果が見込まれることの３項

目となっております。また、固定資産税を課さなかった場合の減収分につきましては、地

域未来投資促進法の規定により、課税免除した固定資産税相当分が補填されることとなっ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５７号令和２年度高鍋町一般会計補正予算（第４号）について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  債務負担行為がなぜ追加補正であるのかお伺いしたいと思いま

す。 

 継続費で総合体育館大規模改修事業がありますけれども、総体的な予算について変更は

ないのかどうかお伺いします。 

 地方債補正で、校内ネットワーク整備事業がありますけれども、具体的な事業内容を示

していただきたいと思います。また、この費用の概要、国県補助などの内訳について説明

を求めたいと思います。校内ネットワークといっても、先生の発信力がなければ整備して

も意味がないと考えますけれども、県教育委員会及び高鍋町教育委員会の考え方などはど

うなっているのか、また、スキーム、いわゆるスキルはどうなっているのか、また、現在

パソコンが不足していると聞き及んでおりますが、タブレットをはじめどのような形に仕

掛けていくのかお伺いします。 

 社会資本整備事業のうち、道路関係は減額となっておりますが、災害対策が優先された

ようですが、どういうことなのかお伺いします。 

 農業用ハウスの強靱化緊急対策がありますけれども、投資金額はどのくらいなのか、補

助率などを加味して答弁をお願いしたいと思います。 

 海水浴場等観光施設管理業務委託がありますけれども、海水浴は今年はしないというこ

とではなかったのかどうか、ちょっと再確認したいと思います。 

 新型コロナ貸付金について既に申込みがあるのか、また家賃などについて家主さんとの

協議が行ってきたのかお伺いします。 

 災害対策費で備品購入費がありますが、具体的には特別委員会で聞きますけれども、全

体的な考え方についてはどうなのかお伺いします。 

○議長（青木 善明）  財政経営課長。 

○財政経営課長（徳永 惠子君）  財政経営課関係部分についてお答えをさせていただきま

す。 
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 債務負担行為の追加についてでございますが、昨年１２月議会で債務負担行為を設定を

させていただきましたが、商工会館ですが、建設予定地の変更により、契約に至りません

でした。そのため、単年度会計独立の原則により、昨年度設定をいたしました債務負担行

為は失効しておりますので、改めて債務負担行為を設定させていただくものでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  社会教育課長。 

○社会教育課長（山下 美穂君）  社会教育課関係部分についてお答えいたします。 

 総合体育館大規模改修事業に伴います総体的な予算の変更についてでございますけれど

も、現段階では変更の予定はございません。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  教育総務課長。 

○教育総務課長（横山 英二君）  教育総務課関係部分についてお答えいたします。 

 今回の補正予算は、児童生徒１人１台端末を前提といたしました高速大容量の通信ネッ

トワークを、各学校に整備するために必要な経費を計上させていただいたところでござい

ます。このネットワークを構築するために必要となります校内ＬＡＮ、無線アクセスポイ

ント、タブレットパソコンの充電保管庫等を整備する事業につきましては、国から２分の

１の補助を受けることができまして、町の負担となります残り２分の１のうち９割は、交

付税措置のある起債が活用できることとなっております。御質疑の中にありました地方債

補正が、これに該当するものでございます。また、タブレット型端末の整備につきまして

は、４校の児童生徒１,６７０名あるんですけども、その３分の２に当たります１,１１３台

が補助対象となりまして、１台当たり４万５,０００円の定額補助が受けられることとな

っております。補助対象外となります残り５５７台につきましては、令和４年度までに整

備をしたいと考えているところでございます。なお、いずれの補助事業も今年度限りとな

っているところでございます。 

 各小中学校におきますＩＣＴ活用事業は、只今説明いたしました今後の社会変化に対応

できる教育内容の改善を目指すことを目的といたしますＧＩＧＡスクール構想に基づくシ

ステムの構築と、職員の長時間勤務改善を目的とする統合型校務支援システム構築の２つ

がございます。 

 宮崎県は、来年度から県内全域を網羅する統合型校務支援システムの導入を今進めてい

るところでございます。 

 県内全ての学校で、同じシステムを使って、通知表や指導要録等のデータ連携や、グ

ループウェア等を活用した資料の共有が図れるようにすることで、教職員の負担を軽減し、

児童生徒と接する時間を十分確保することで、本当に必要な指導支援を行うことができる

環境をつくり出すことが期待されているところでございます。これらの２つのシステムを

効果的に運用していくために、今後県教育委員会と連携して学校における効果的なＩＣＴ

活用計画や教員スキル向上のためのフォローアップ計画などの策定を進めていきたいと考
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えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  建設管理課長。 

○建設管理課長（長友 和也君）  建設管理課所管分につきましてお答えいたします。 

 社会資本整備総合交付金事業のうち、道路関係の減額でございますが、国の内示額の確

定によりまして、１,３００万２,０００円の減額となっております。また、災害対策につ

きましては、国土交通省による宮越排水機場の整備が決定したことに伴い、他の排水区へ

の流出を抑制する目的で、道路をかさ上げするための測量設計委託費を補正するものでご

ざいます。 

○議長（青木 善明）  農業政策課長。 

○農業政策課長（渡部 忠士君）  農業政策課関連のお尋ねについてお答えをさせていただ

きます。 

 農業用ハウスの強靱化緊急対策がありますが、投資金額はどのくらいなのか、また、補

助率などを加味しての答弁を求めておられるということでございます。 

 農業用ハウス強靱化緊急対策事業についてでございますけれども、本事業は、台風等に

よります農業用ハウスの被害軽減を目的といたしました国の補助事業でございます。今回、

令和２年度の要望調査を行いましたところ、３件の要望がございまして、総事業費は

２１６万９,２０２円となっております。補助率につきましては、国が５０％、農家の負

担が５０％というふうになっております。国からの補助内示額でございますけれども、こ

ちら９５万１,０００円となっておりまして、補助率を換算いたしますと５０％を割り込

んだ数字というふうになっておりますけれども、こちらにつきましては、県への配分をま

た各市町村で割るということになっておりますので、宮崎県全体でこの事業に取り組むと

いう要望が多かったのではないかというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課関連部分をお答えいたします。 

 まず、海水浴場につきましてでございますが、本年度高鍋海水浴場のほうは開設は行わ

れません。しかしながら、蚊口浜につきましては、長い間指定遊泳場として継続されてき

た経緯もございますので、夏の期間は町民が安全に水辺を楽しめる場所としても定着して

おりますことから、遊泳禁止となるものの夏季には子どもや家族連れなどの来訪が見込ま

れております。そのような状況で、水難事故などの発生も懸念されることから、事故等の

予防策として海岸周辺の巡視等を行うものでございます。 

 次に、新型コロナウイルスの関連の貸付資金についてでございます。 

 セーフティーネット保証の認定申込みにつきましては、随時申請が上がってきていると

ころでございまして、６月５日の時点で認定数は８２件となっております。また、家主さ

んとの家賃に関する協議につきましては、入居されております事業者様と大家さんの間で
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直接行われておりまして、家賃の減額をされたところもあるというふうに伺っております。 

○議長（青木 善明）  総務課長。 

○総務課長（野中 康弘君）  災害対策費への備品購入費について、全体的な考え方につい

てのお答えでございます。 

 災害対策費の備品購入費につきましては、国の補助事業であります社会資本整備総合交

付金事業を活用しまして、避難活動支援や避難者の安全確保などを図るため、リアカー、

担架、レスキューキットなどの防災資機材を購入するものでございます。平成２８年度か

らの５か年間の継続事業で、今年度で６６か所の配備が完成する予定でございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  これは、春成議員も質問をされたことではあるんですけれども、

ちょっと確認だけしておきたいと思います。 

 総合体育館に関してだけではありませんけれども、新型コロナ以外ソーシャルディスタ

ンス、一定の距離を保つということが言われておりますけれども、もし災害が発生した場

合の避難所対策のマニュアルはできているのかどうか、そこだけちょっと確認させていた

だきたいと思います。 

○議長（青木 善明）  総務課長。 

○総務課長（野中 康弘君）  昨日の一般質問の中でもお答えしましたけれども、新型コロ

ナウイルス感染症対策下における避難所に関するガイドラインというものを策定をしてお

ります。議員が言われるように、感染症予防には３つの密を避けることが重要であります

ので、一定の間隔の確保が可能な町体育館等を避難所として開設をするということにして

おります。今回、計上しました備品購入費の中で、その体育館等の避難所で使用するマッ

トについても購入する予定としているところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第５８号令和２年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で、総括質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第５０号から議案第５６号及び議案第５８号の８件につきまし

ては、お手元に配付しました付託議案審査日程表のとおり、所管の各常任委員会に審査を

付託することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（青木 善明）  異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号から議案第５６号及び議案第５８号の８件につきましては、

各常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。議案第５７号の１件につきましては、議長を除く１３名をもって構

成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５７号の１件につきましては、議長を除く１３名をもって構成する

一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

 ここで正副委員長の互選を行うため、暫時休憩いたします。 

 議員の皆様は第３会議室にお集まり願います。 

午前10時28分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時31分再開 

○議長（青木 善明）  再開いたします。 

 先ほどの一般会計予算審査特別委員会の設置に伴いまして、正副委員長の互選が行われ

ましたので、結果について報告いたします。 

 一般会計予算審査特別委員会、委員長に緒方直樹議員。同じく副委員長に中村末子議員

がそれぞれ互選されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（青木 善明）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでございました。 

午前10時31分散会 

────────────────────────────── 


